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成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるために、意思決定が困難

な者の判断能力を成年後見人が補っていく制度

申込み先 家庭裁判所（市町村×）

成年後見人の職務 ①財産管理、②身上監護（入浴介助等を行うことではない）

分類 法定後見制度、任意後見制度

成年後見制度には、認知症等の理由で判断能力が不十分となったときに、四親等内の親族等の
申し立てに基づき、家庭裁判所の職権で後見人を選任する法定後見制度と、認知症等になる前
にあらかじめ後見人と契約をしておく任意後見制度の２つがある。身寄りがない場合は、市町
村長から家庭裁判所に申し出ることもできる。
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役割
①財産管理
②身上監護

判断能力が不十分に
なった後で、家庭裁
判所の職権で後見人
を選任する制度

認知症等になる前に、
後見人とあらかじめ
契約しておく制度

認知症等の精神上の障害に
より、判断能力が不十分な
人が対象

認知症等の精神上の障害に
より、判断能力が著しく不
十分な人が対象

認知症等の精神上の障害
により、判断能力を欠く
常況にある人が対象

本人 任意後見人

任意後見監督人 家庭裁判所

公証人役場
公正証書以外は無効

任意後見契約の締結 選任申立

選任

監督
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